
三重県教育施策大綱、三重県教育ビジョン、総合計画（三重県民力ビジョン・みえ元気プラン）の関係

三重の教育における基本方針
（１）新しい時代を「生き抜いていく力」の育成
（２）社会の変容がもたらす課題に対応した教育の充実
（３）誰一人取り残さない、みんなが大事にされる安全・安心の三重の実現
（４）三重に根ざした教育の推進
（５）あらゆる世代の誰もがいつでも学び、活躍し続けられる環境の整備
（６）三重の県民力を結集した社会総がかりでの教育の推進

三重の教育における基本方針
（１）新しい時代を「生き抜いていく力」の育成
（２）社会の変容がもたらす課題に対応した教育の充実
（３）誰一人取り残さない、みんなが大事にされる安全・安心の三重の実現
（４）三重に根ざした教育の推進
（５）あらゆる世代の誰もがいつでも学び、活躍し続けられる環境の整備
（６）三重の県民力を結集した社会総がかりでの教育の推進

教育ビジョンに込める想い
（１）誰一人取り残さない教育の推進
（２）子どもたちの豊かな未来を創っていく力の育成
（３）「オール三重」による教育の推進

教育施策
①「教育の原点」である家庭教育と子育て支援の充実
②人間形成の基礎を担う幼児教育の充実

③子どもの未来の礎となる「確かな学力・豊かな心・健やかな身体」の育成
④個性を生かし他者と協働して未来を創造する力の育成
⑤特別支援教育の推進
⑥安全で安心な学びの場づくり
⑦地域との協働と信頼される学校づくり

⑧地域の未来と若者の活躍に向けた高等教育機関の充実
⑨地域の未来を創る多様な人材の育成
⑩あらゆる世代の誰もがいつでも学び挑戦し、活躍できる社会づくり

基本施策
①子どもの未来の礎となる「確かな学力・豊かな心・健やかな身体」の育成
②個性を生かし他者と協働して未来を創造する力の育成
③特別支援教育の推進
④安全で安心な学びの場づくり
⑤地域との協働と信頼される学校づくり

施策（教育委員会関係）
111 災害から地域を守る自助・共助の推進
112 防災・減災対策を進める体制づくり
211 人権が尊重される社会づくり
213 多文化共生社会づくり

221 子どもの未来の礎となる「確かな学力・豊かな心・健やかな身体」の育成
222 個性を生かし他者と協働して未来を創造する力の育成
223 特別支援教育の推進
224 安全で安心な学びの場づくり
225 地域との協働と信頼される学校づくり

227 文化と生涯学習の振興
233 子育て支援と幼児教育・保育の充実

現
行

※新たな大綱を策定する方向で検討が進められている。

三重の教育における基本方針
現行「三重県教育ビジョン」が示す「三重の教育における基本方針」を参考

に検討する（詳細は「別紙２」のとおり）。なお、新大綱が新たな基本方針を
示す場合、その内容をふまえて検討する。

基本施策
①未来の礎となる力の育成
②未来を創造し社会の担い手となる力の育成
③特別支援教育の推進
④いじめや暴力のない学びの場づくり
⑤誰もが安心して学べる教育の推進
⑥学びを支える教育環境の整備

施策（教育委員会関係）
1-2   地域防災力の向上
12-1 人権が尊重される社会づくり

14-1 未来の礎となる力の育成
14-2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成
14-3 特別支援教育の推進
14-4 いじめや暴力のない学びの場づくり
14-5 誰もが安心して学べる教育の推進
14-6 学びを支える教育環境の整備

15-1 子どもが豊かに育つ環境づくり
15-2 幼児教育・保育の充実
16-1 文化と生涯学習の振興

次
期
計
画

施策
「学力の育成」ほか全27施策
※施策ごとに「めざす姿」「現状と課題」「主な取組内容」「数値目標」を
記載

教育を取り巻く社会情勢の変化
人口減少・少子高齢化と地方創生 / 人生100年時代 / 成年年齢の引き下げ /
ＳＤＧｓ / ダイバーシティ社会 / 超スマート社会（Society 5.0）/
グローバル化 / 雇用環境 / 地域と家庭の状況 / 子どもの貧困と教育格差 /
安全・安心の確保 / スポーツの振興 / 高等教育機関の振興 / 国の教育改革

教育を取り巻く社会情勢の変化
人口減少、少子・高齢社会 / 選挙権年齢・成年年齢の引き下げ /
持続可能で多様性と包摂性のある社会・ダイバーシティ社会 /
急速な技術革新と超スマート社会(Society 5.0) / グローバル化 / 雇用環境 /
家庭と地域の状況 / 子どもの貧困と教育格差 / 安全・安心の確保 /
スポーツの振興 / 教職員を取り巻く環境 / 国の教育改革

教育を取り巻く社会情勢の変化
現行「三重県教育ビジョン」が示す「教育を取り巻く社会情勢の変化」を参

考に検討する（詳細は「別紙１」のとおり）。なお、新大綱が新たな「教育を
取り巻く社会情勢の変化」を示す場合、その内容をふまえて検討する。

次期「三重県教育施策大綱」
Ｒ５～８年度（予定）

次期「三重県教育ビジョン（仮称）」
Ｒ５～８年度（予定）

みえ元気プラン（最終案）
Ｒ４～８年度

三重県民力ビジョン（第三次行動計画）
Ｒ２～５年度

現行「三重県教育ビジョン」
Ｒ２～５年度

現行「三重県教育施策大綱」
Ｒ２～５年度

みえ元気プランで進める７つの挑戦
（６）次代を担う子ども・若者への支援・教育の充実【２ 教育の充実】
＜現状＞少子高齢化 / グローバル化 / デジタル化 / 子どもたちの意識 /

コロナ禍での学校機能の再認識 / １人１台端末等の活用 / 
デジタルネイティブの子どもたち / ダイバーシティ社会 /
地域における高等学校のあり方

＜取組方向＞
①変化する社会の中で豊かに自分らしく生きる自律した学習者を育てる教育
②一人ひとりが安心して持てる力と可能性を伸ばすことができる教育
③教職員の資質向上

【参考】（１）大規模災害に対応した防災・減災、県土の強靭化対策の加速・深化
（２）新型コロナウイルス感染症等への対応
（３）三重の魅力を生かした観光振興
（４）脱炭素化等をチャンスととらえた産業振興
（５）デジタル社会の実現に向けた取組の推進
（７）人口減少への総合的な対応

施策
「確かな学力の育成」ほかで構成することを検討する。
※施策ごとに「めざす姿」「現状と課題」「主な取組内容」「ＫＰＩ（重要
業績評価指標）」を記載予定

主
な
記
載
項
目

めざす姿 取組方向

現状と課題 指標

主
な
記
載
項
目

目標(めざす姿、課題の概要)

現状と課題 取組方向

ＫＰＩ（重要業績評価指標）

教育ビジョンに込める想い（仮）

資料５



次期「三重県教育ビジョン（仮称）」に係る「教育を取り巻く社会情勢の変化」について

（参考）現行「三重県教育ビジョン」

１ 人口減少、少子・高齢社会
○本県の総人口は平成19年がピークで、平成30年10月現在で179万1千人
○人口推計によると、本県の総人口は令和７年には171万人、令和27年には

143万人まで減少する見込み
○年少人口（０～14歳）は令和７年には19万９千人、令和27年には15万６千
人になる一方で、老年人口（65歳以上）は令和７年には53万４千人、令和
27年には54万７千人になると予測

１ 少子・高齢化、グローバル化、デジタル化の進展
○これまでの社会システムや人びとの価値観が大きく変化
○これからの時代を生きていくために求められる資質・能力も変化

２ 子どもたちの意識
○日本の高校生は、諸外国の高校生に比べ、「価値のある人間だと思う」「人

とうまく協力できるほうだと思う」「辛いことがあっても乗り越えられると
思う」「努力すれば大体のことができると思う」などの自己肯定感や挑戦心
のいずれの項目でも、「そうだ」「まあそうだ」と回答した割合が低い
（国立青少年教育振興機構 平成30年３月）

（参考）みえ元気プラン（最終案）

２ 選挙権年齢・成年年齢の引き下げ
○平成28年から選挙権年齢が18歳以上となり、令和４年度から成年年齢が18
歳に引き下げ

３ 持続可能で多様性と包摂性のある社会およびダイバーシティ社会の実現
○平成27年に国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）には、
「すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会
を促進する」ことが教育の目標に掲げられている

○本県では平成29年に、誰もが自分らしく参画・活躍できるダイバーシティ社
会の実現をめざした「ダイバーシティみえ推進方針」を策定

４ 急速な技術革新と超スマート社会（Soceity 5.0）の実現
○ＡＩやビッグデータなど先端技術を取り入れ、経済発展と社会的課題の解決
を両立する超スマート社会（Society 5.0）の実現をめざす取組が進展

５ グローバル化の進展
○情報通信等での技術革新により社会生活の範囲が拡大
○国際協調の重要性の高まり
○本県の外国人住民比率は2.78％（平成31年１月時点で全国４位）、日本語
指導が必要な外国人児童生徒数は約2,300人（平成30年５月時点）

６ 雇用環境の変化
○働き方改革や技術革新に伴う雇用形態の多様化が進展
○若年無業者への支援や早期離職になる求人と求職のミスマッチの解消が課題

７ 家庭・地域の状況の変化
○家庭環境の多様化等で子育て・教育の相談相手がいないという課題の指摘
○地域の人々の関係性の希薄化・地域コミュニティの弱体化の指摘
○学習指導要領が示す「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた取組

８ 子どもの貧困と教育格差
○家庭の社会的経済的背景と子どもの学力や進学機会等との相関関係の指摘

９ 子どもたちの安全・安心の確保
○いじめ・暴力、虐待、不登校等の原因や背景の複雑化・多様化
○登下校中の事故、犯罪の発生
○台風、豪雨、地震などの自然災害の発生
○ＳＮＳを利用した犯罪に巻き込まれる事態の発生

10 スポーツの振興
○令和２年の東京2020オリンピック・パラリンピック、令和３年の三重とこ
わか国体・三重とこわか大会等の開催

12 国の教育改革等の動き
○新学習指導要領の実施、不登校児童生徒等への教育機会の確保や高大接続改
革、学校における働き方改革

11 教職員を取り巻く環境
○学校が抱える課題が複雑化・多様化する中、労働時間の長時間化の指摘
○教職員の時間外労働を月45時間、年360時間を上限とする指針を国が公示
○経験豊かな教職員の退職と若手職員の増加に伴う学校組織の年齢構成の変化
○新学習指導要領や学校現場の課題への的確な対応に向けた取組

３ 学校機能の再認識
○コロナ禍において、学校は学習機会の提供や学力保障という役割だけでなく、

他の児童生徒との直接の関わりや、体験活動を通じて多様な価値観にふれ、
社会性・人間性を育む機能の重要性が再認識

４ デジタル化の進展
○オンラインによる授業など、１人１台端末等を活用した学びの進展
○デジタルネイティブ世代の子どもたちに向けた教育

５ ダイバーシティ社会の実現
○一人ひとりが尊重され、誰もが自分らしく参画し、活躍できるダイバーシ

ティ社会の実現に向けた取組の進展

６ 地域における高等学校のあり方
○少子化により、地域によっては、これまでと同じような学習活動や部活動の

維持が困難化

次期「三重県教育ビジョン（仮称） 」

最近の動き等

○超スマート社会（Society 5.0）の進展

○人生１００年時代の到来

○新型コロナウイルス感染症の影響

○先行き不透明で予測困難な時代の到来

○持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けて

○ひきこもり支援体制の構築に向けて

○貧困の状況にある子どもへの包括的かつ早期の支援の実現に向けて

○「生きる力」を育むことをめざす新学習指導要領の実施

○「令和の日本型学校教育」の実現に向けて

○１人１台端末等のＩＣＴ環境整備の進展

○実践的・実効的な安全教育の実現に向けて

○公立小学校における３５人学級の実現に向けて

○部活動の地域移行に関する検討

○教員免許制度の改革

○子どもが自立した個人としてひとしく健やかに成長できる社会の実現に
向けて（こども家庭庁の創設）

○自己肯定感の状況

○デジタル・シティズンシップ教育の推進

○成年年齢の引き下げに対応した教育の推進

○学習支援や社会的自立に向けた支援の実施

○県立高等学校活性化計画の策定

○文化財保存活用大綱の策定

（参考）高等学校活性化計画
Ｒ４～８年度

１ 社会の変化
○人口減少、少子・高齢化、経済や社会のグローバル化、超スマート社会や人

生100年時代の到来
○新型コロナウイルス感染症が拡大する中でのオンライン学習の進展
○高等学校の生徒にとって安全・安心な居場所を提供する機能等の重要性の再

認識

２ 教育をめぐる動き
○新しい学習指導要領が示す「社会に開かれた教育課程」と「主体的・対話的

で深い学び」の推進
○国のＧＩＧＡスクール構想に基づく、１人１台端末環境の整備の進展

３ 教育的ニーズの多様化
○特別な支援を必要とする生徒、不登校の状況にある生徒、日本語指導が必要

な生徒、経済的理由から修学が困難な生徒、義務教育段階の学び直しが必要
な生徒などさまざまな背景がある生徒の教育的ニーズの多様化

４ 高校生の意識
○日本の高校生は諸外国と比べ、学校行事や部活動への参加意識などが高い一

方で、自治活動、政治や社会への参加意欲が低く、自己肯定感や自分自身へ
の満足度も低い

高校教育を取り巻く状況

５ 選挙権年齢・成年年齢の引き下げ
○平成28年から選挙権年齢が18歳以上となり、令和４年度から成年年齢が18

歳に引き下げ

別紙１

次代を担う子ども・若者への支援・教育の充実【教育の充実】＜現状＞



次期「三重県教育ビジョン（仮称） 」に係る「三重の教育における基本方針」について

（参考）現行「三重県教育ビジョン」

１ 新しい時代を「生き抜いていく力」の育成
○直面する課題に主体的に対応する「自立」の力、他者と共に支え合って新し
い社会を創る「共生」の力を育む

○確かな学力、豊かな心、健やかな身体を育む教育の推進と自己肯定感の涵養
○誰もが可能性を信じ、人生を歩んでいけるよう支援

４ 三重に根ざした教育の推進
○ 「多様性」「包容力」という県民の特質等を生かした教育活動の推進
○ふるさと三重に愛着や誇りを持ち、社会や地域の発展に貢献しようとする思
いを育む

２ 社会の変容がもたらす課題に対応した教育の充実
○新たな価値を生み出す感性や好奇心など人ならではの力を培う
○グローバル教育、環境教育、プログラミング教育、キャリア教育等の推進と
充実

○地域の未来を創る多様な人材の育成・確保とその人材が地域で活躍できる環
境づくり

３ 誰一人取り残さない、みんなが大事にされる安全・安心の三重の実現
○一人ひとりの状況に応じた、発達段階で途切れることのない最適な学びの環
境を整える

○いじめ、虐待、不登校、自然災害、交通事故、犯罪等により命や教育の機会
が奪われることのないよう、安全・安心な教育環境を実現

○困難事案に対し、専門人材と共に対応できる体制の構築

５ あらゆる世代の誰もがいつでも学び、活躍し続けられる環境の整備
○学び直しの機会であるリカレント教育等が可能な学習基盤の充実と、その成
果を生かす環境づくり

○社会教育施設の活用や、学校・大学等と社会教育施設との連携など、地域コ
ミュニティの形成に資する教育活動の推進

６ 三重の県民力を結集した社会総がかりでの教育の推進
○家庭、地域住民、企業など全てが当事者として、社会総がかりで教育に取り
組む

○幼児期、青少年期、成年期に至るまで、各ステージの教育の質を高め、相互
の連携を深めることで教育的な価値を創造

１ 変化する社会の中で豊かに自分らしく生きる自律した学習者を育てる教育
○教育活動全体で教職員の共通理解のもと自己肯定感を育む
○学校と社会との接続を意識したキャリア教育を実施
○将来とのつながりを見通しながら進路を決定する力や、多様な人びとと協働
して人間関係を築く力を育む

○グローバルな視野や志を持ち、高い目標に挑戦する意欲の向上を図るととも
に、郷土三重を自信と誇りを持って語れる郷土教育を推進

○ＩＣＴを活用した個別最適な学びや海外などとの交流、スマート農業やデー
タサイエンスなど先端技術の学び、情報リテラシーなどを身につけるデジタ
ル・シティズンシップ教育を推進

○考える力を育む拠点として学校図書館の活性化や文化芸術活動等を推進
○持続可能な部活動の推進

２ 一人ひとりが安心して持てる力と可能性を伸ばすことができる教育
○特別支援教育について、インクルーシブ教育システムの理念をふまえた指

導・支援の充実
○不登校の子どもたちが社会的に自立できるよう専門人材を活用した支援やア

ウトリーチ型の支援を推進
○外国につながる児童生徒に係る学びの継続やキャリア教育を推進
○いじめをなくそうと行動する力の育成、いじめを訴えやすい環境づくりの推

進、迅速・確実な対処のためのいじめに係る情報の共有
○つまずきなどを乗り越えるレジリエンス教育を推進
○人口減少に対応した学びの推進

３ 教職員の資質向上
○子どもたちを支える伴走者としての教職員の資質向上とより効果的な教育活

動のための学校における働き方改革の推進

次期「三重県教育ビジョン」（仮称）で示す予定の「三重の教育における基本
方針」等の検討にあたっては、次のような視点があると考えています。

○社会の大きな変化が進む中で、子どもたちが人生100年時代を豊かに生きてい
くために、学校教育の重要性が高まっている

○これからの社会を豊かに自分らしく生きていくためには、その礎となる自己肯
定感を育んでいくことが大切

○子どもたち一人ひとりが、学校で学んでいる内容と自分たちの将来がつながっ
ていることを見通せることが大切

○社会的に自立して生きていく力を育むには、学習内容の習得だけでなく、学ぶ
プロセスや学習動機がより大切

○子どもたちが、多様な人びとと協働して人間関係を築く力を身につけることが
大切

○学校内だけでなく、大学、企業などとも連携し、高い専門性や新たな社会の動
きを取り入れていくことが必要

○一人ひとりがより豊かな人生を送るには、生涯にわたって能動的に学び続ける
姿勢を身につけることがこれまで以上に大切

○歴史や文学、科学、芸術等、さまざまな分野への関心を高め、幅広い視野や知
識を統合して考える力を育むことが必要

○さまざまな子どもたちの教育的ニーズに応じたきめ細かな支援を充実すること
が必要

○一人ひとりが持てる力と可能性を伸ばし、将来の自立と社会参画に必要な取組
を進めることが大切

○いじめや暴力のない学びの場づくりに向けて、全ての子どもたちにいじめをな
くそうと行動する力を育むとともに、社会総がかりでいじめ防止に取り組むこ
とが大切

○「多様性」「包容力」という県民の特質等を生かした教育活動を推進すること
が大切

○教職員が、児童生徒の主体的な学びを支える伴走者としての役割を担えること
や、時代の変化に対応した専門性を身につけることが大切

○学校のみならず、家庭、地域住民、企業など全ての県民力を結集して、子ども
たちの成長を支え、教育を進めていくことが大切

（参考）みえ元気プラン（最終案）次期「三重県教育ビジョン（仮称） 」

次代を担う子ども・若者への支援・教育の充実【教育の充実】＜取組方向＞次期教育ビジョンに向けた検討

「三重の教育における基本方針」

１ 誰一人取り残さない教育の推進
○家庭の経済状況や障がいの有無、国籍等に関わらず、全ての子どもたちが安
心して学びに向かい、夢や希望を実現していけるよう取り組む

２ 子どもたちの豊かな未来を創っていく力の育成
○一人ひとりの子どもたちが、自分のよさや可能性を認識するとともに、他者
に対する理解や思いやりをもって、失敗を恐れずさまざまなことに積極的に
挑戦し、困難な課題を乗り越えていく力を育む

３ 「オール三重」による教育の推進
○子どもたちは、学校・家庭・地域等さまざまな場で学ぶため、学校や行政の
みならず全ての県民力を結集し、社会総がかりで取り組む

教育ビジョンに込める想い

（参考）高等学校活性化計画

１ 自律した学習者を育てる学びの推進
○自己の生き方や進路について主体的に考え、行動できる力を育む
○困難な状況に際し、周りの支援も得て、しなやかに対応できる力を育む
○教科横断的な視点から創造的・論理的に考える力を育む
○実社会の問題等に関心を持ち、新たなことを学び、創造する意欲を高める
○先端技術やＩＣＴ機器等を活用する力を育む

２ これからの社会の担い手となる力の育成
○自他の生命を尊重する心などを身につけ、他者とよりよく生きる態度を育む

とともに、一人ひとりが大切にされる社会の実現に向けて行動する力を育む
○課題解決に向け、協働してよりよい方策を見出す力を育成する
○世界にあっても地域にあっても活躍できる力を育成する

３ 誰一人取り残さない教育の推進
○特別な支援を必要とする生徒、不登校の状況にある生徒、日本語指導が必要

な生徒、経済的理由から修学が困難な生徒等が安心して学べる教育環境の整
備や一人ひとりの状況に応じた教育の推進

４ 人口減少に対応した学びの推進
○中学校卒業者の減少を見通しながら、地域社会を支える人材の育成に向けた

学びの改革に取り組む

５ 子どもたちに必要な学びの実現に向けた教職員の資質向上と学校経営改善
○社会の変化に柔軟に対応し、生徒から信頼され、自律的な学習者へと育てる

伴走者としての教職員の資質向上に取り組む
○校長がリーダーシップを発揮し、さまざまな課題に対応していく学校マネジ

メントの推進と学びの変革に向けた不断のアップデートに取り組む

高等学校活性化の基本的な考え方

別紙２






